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処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について 
 
 
平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より別添のとおり連絡がありましたので、お

知らせします。 
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等については、「薬局医薬品の取扱

いについて」（平成26年３月18日付け薬食発0318第４号厚生労働省医薬食品局長通

知）にて示されているところであり、令和３年６月25日付け日薬業発第104号にて本

会より再周知を図っていたところです。 
今般、厚生労働省医薬・生活衛生局長より各都道府県知事、保健所設置市長及び

特別区長宛てに、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売実態において趣旨を逸脱

した不適切な販売方法が散見されることから、同医薬品の取扱いを改めて整理する

とともに、不適切な事例についての指導徹底が依頼されました。 
処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、処方箋に基づく薬剤の交付が原則

であり、その例外として、販売等については、一般用医薬品等の販売等による対応

を考慮したにもかかわらず、やむを得ず行わざるを得ない場合に限られています。 
販売等を行う際には、使用しようとする者の状況を確認し、必要な受診勧奨の上、

医療機関を受診できるまでの期間及び医薬品の特性等を考慮した上で販売等を行わ

ざるを得ない必要最小限の数量に限り販売等を行い、販売等した数量を適正と判断

した理由を薬剤服用歴に記載すること等、医薬品の適正使用に必要な事項を遵守す

ることが求められています。 
また、消費者等に対し、やむを得ず販売等を行わざるを得ない場合以外でも、処

方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入できるなどと誤認させるような表現を用いて

購入を促すことは不適切であることが示されています。 
貴会におかれましては、薬局において本通知の遵守事項に従った適切な対応が行

われるよう、ご高配の程お願い申し上げます。 
 











  





   

   

   

















  





































 







 





 









 



















 







 





 



  













 

 





 

 











 



 











 







 

 







 











 




































